
〈H28 改正〉 

発 注 者 支 援 業 務 積 算 基 準 （港湾空港部門）に 係 る 運 用 

 

 
１ 直接人件費について（監督等補助業務） 

委託期間を月数単位（少数１位止め、第２位４捨５入）で参考明示し、月額単価で積算する。 

 
２ 旅費交通費について（監督等補助業務） 

（１） 担当技術者が通勤で業務を行う場合 

原則として、出発基地から業務場所までの通勤距離が片道３０km 以内又は自家用自動車の

片道１時間以内の範囲については旅費交通費を計上しない。 

（２） 担当技術者が滞在して業務を行う場合 

１）通勤距離または自家用自動車による通勤所要時間が、前記（１）を越える場合は、業務場

所を滞在地として交通費、滞在日額旅費を計上する。 

① 出発基地から滞在地までの交通費は、原則として月４往復を下記により積算する。 

１月当たり交通費＝［｛運賃＋特急料（急行料）÷（１＋消費税率）｝×４往復 

片道距離 摘 要  

１００km 以上 特 急 料 注）ＪＲのない場合は、既存の公共交通

機関により積算すること。 ５０km 以上 急 行 料

② 滞在日額旅費は、業務のため業務場所に滞在する費用とし、その基準は国土交通省日

額旅費支給規則「下宿その他これに順ずる宿泊施設に宿泊する場合」を適用する 

③ 宿舎から業務場所までの通勤費は計上しないものとする。 

④ 業務場所から工事履行場所等までの往復は業務用自動車により行うものとし、旅費交

通費は計上しない。 

⑤ 滞在日額旅費の対象泊数は１６泊／月とする。 

⑥ 担当技術者の乗り込み（業務場所への配置）月について、乗り込み日を設定した場合

は、設定した乗り込み日から起算して適切に滞在日数を計上すること。なお、業務契約

後に乗り込み日の変更指示又は協議により変更した場合も設計変更にて適切に計上する

こと。 

２）滞在日額旅費は以下のとおりとする。 

下宿又はこれに準ずる施設に宿泊した場合（国土交通省日額旅費支給規則第３条及び第

４条関係） 

（消費税抜き） 

区  分 宿泊料（泊） 

技師（Ｃ）  ４，１９０円 

（３） 管理技術者が業務場所へ出向くのに必要な旅費交通費の計上対象工種は、「打合せ」（２回/

月を標準）のみとする。 

（４） 管理技術者の打合せ日数、出発基地から業務場所までの旅費交通費は下記による。 

・打合せ日数 ０．５日／回（片道所要１時間程度の移動時間を含む） 

・旅行時間にかかる人件費 

     移動時間が片道１時間程度を越える場合は、０．２５日（片道１時間、

往復２時間）単位で超過分の直接人件費を計上する。 

・交通費     出発基地が同一市町村にある場合は、交通費を計上しない。 

（５） 業務打合せの回数を特記仕様書に明示するものとする。 



 
３ 旅費交通費について（監督等補助業務以外の業務） 

（１） 管理技術者及び担当技術者の打合せ日数、出発基地から業務場所までの旅費交通費は下記に

よる。 

・打合せ日数 ０．５日／回（片道所要１時間程度の移動時間を含む） 

・旅行時間にかかる直接人件費 

移動時間が片道１時間程度を越える場合は、０．２５日（片道１時間、往

復２時間）単位で超過分の直接人件費を計上する。 

・交通費     出発基地が同一市町村にある場合は、交通費を計上しない。 

（２）業務打合せの回数を特記仕様書に明示するものとする。 

 
４ 担当技術者の旅費交通費の起算点について（監督等補助業務） 

担当技術者の旅費交通費の起算点については、発注者支援業務積算基準（港湾空港部門）１－３

（２）２）③の「出発基地」とする。 

なお、配置された担当技術者の実態の起算点～業務場所の距離が、当初積算より近距離（安価）

となる場合は、受注者と協議を行い、設計変更により交通費を減額する。 

 
５ 旅費交通費の基準日額は、直接人件費として、「その他原価」算出の対象とする。 

 
６ 工種による補正について（発注補助業務） 

  発注工事の工種数が 16 工種以上の場合は、下表の補正係数を適用し補正する。 

工種による補正係数 16～19 工種 20 工種以上 

補正係数 K1 1.2 1.4 

 


